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 公共放送の役割は、国民が最低限知っている必要がある事柄をちゃんと伝えるこ

とです。またメディアは国民・市民の 立場に立って権力を監視し、時に批判する

存在です。  

ところが最近 NHK のニュース報道が「公共放送」の役割から逸脱している事柄

が目立つようになっています。

特に籾井会長の就任以来、暴言の数々にはビックリしています。「従軍慰安婦は

どこの国にもあった」「政府が右というのに左とはいうわけにはいかない」「特別

秘密保護法が通ったのでいまさら言っても仕方がない」等など。籾井発言は、不偏

不党を旨とする放送法の精神に違反しています。また「意見が対立している問題」

についても出来るだけ多くの角度から論点を明らかにすること」という規定さえも

ないがしろにするものです。

2012 年 12 月の解散総選挙を巡る NHK のニュース報道はどうであったのか。11
月国会解散後、選挙活動が公平に伝えられたのか。又政治的争点(原発再稼働・消費

税増税・TPP 等)がどのように報道されたのか、キャスター等の論評は公平・正確で

あったのか検証が必要です。

当時の NHK のニュース報道は民主・自民の二大政党と維新の会を中心とする「第

三局」に関する報道が圧倒的な部分を占めていました。「ニュース 7」「ニュース

ウオッチ」ではほぼ毎日「二大政党」の動向の後に「第三局」の動きを伝えるパタ

ーンが繰り返されていました。選択肢が「二大政党」に対抗するのは、維新などの

「第三局」であるという限定された印象を作り出しています。又「政党への時間配

分の不公平」「憲法を巡る争点の埋没」なども政権党への忖度があるのではないの

かと疑いたくなるものです。(関係資料 NO1 放送を語る会・2012 年総選挙・テレ

ビはどう伝えたのか モニター報告より) 

2015 年 9 月には安倍政権は安全保障関連法案を強行成立させました。自衛隊の海

外での武力行使に大きく道を開き、日本国憲法の戦後政治の大転換をもたらすもの



 

 

です。NHK 政治報道は「一言でいえば、政権側の主張や見解を出来るだけ効果的に

伝え、政権への批判を招くような批判や言論、市民の反対運動は極力報じないとい

う際立った姿勢であった。」例えば、「ポツダム宣言をつまびらかに読んでいない」

とする安倍総理の発言。「後方支援で」核ミサイルも毒ガスも法文上運用可能とい

った中谷大臣の答弁等がありました。このような発言が放送されていません。NHK
ニュースだけを見ている視聴者には、「なかった事」になります。政府からの独立

が建前の公共放送機関として､その存立にかかわる状況といえます。(放送を語る

会・安保法案テレビニュースはどう伝えたのかより。かもがわ出版) 
特別秘密保護法報道についても、3 分前後のニュースを 8 回報道。中身は担当大

臣の答弁をそのまま流すのが中心。11 月 14 日以降は、与党と維新の会、みんなの

党、との修正協議の模様を伝える政局報道に終始していました。 
他 2016 年参院選挙等などの検証も求められています。 
 
ご承知のように、BPO の放送倫理検証委員会も、放送に対する政府と自民党の

介入を厳しく批判しています。(15 年 11 月 16 付 毎日新聞) (BPO とは NHK
と日本民間放送連盟が、放送界の自律と放送の向上のため 2003 年に設置した第

三者機関) 
 

2015 年 3 月 30 日参議院総務委員会では、付帯決議が全会派一致で採決されてい

ます。決議の第一番目に、「NHK は会長の言動により、視聴者から厳しい批判が多

数寄せられ、信頼が揺らいでいる。一刻も早い収束と信頼回復にむけ一丸となって

全力を尽くす事等」としています。 
今年 2016 年 3 月 31 日にも同様の付帯決議が挙げられ、第 8 項では、政治的公平、

事実を曲げない報道、意見が対立している問題については出来るだけ多くの角度か

ら論点を明らかにすること。放送法の原則を遵守する事。等 NHK に対して指摘し

ています。 
 
現在受信機を設置した場合、受信料は NHK が独占しています。逆に言うと、民

放を見たくても、NHK に受信料金を払わないと見られない，閉塞的な仕組みになっ

ています。(マスコミ市民(ジャーナリストと市民を結ぶ情報雑誌 2010年 8月号 P62 
醍醐先生の発言) 
こんな閉塞的で矛盾を抱えた状況の中、公共放送である NHK のニュース報道に

おいて特に放送法第 4 条を遵守して放送をする姿勢が形骸化されることに大きな不

安を感じます。 
 



 

 

私の思いは、国民に信頼される公共放送に立ち戻ってほしい気持ちでいっぱいで

す。しかし現実は残念ながら NHK の報道番組が放送法に違反しています。裁判官

におかれては、裁判官の良心にもとづき、充分な審理をされることを求めます。 
以上 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


